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（企業債）

第6条 起債の目的、 限度額、 起債の方法、 利率及び償還の方法は、 次のとおりと定める。

単位：千円

起債の目的 限 度 額 起債の方法 手rJ 率 償 還 の 方 法

4. 0%以内。 借入先の融通条件による。

普通貸借 ただし、 利率見直し方式で借り ただし、 企業財政の都合により据置

配水施設整備事業 517,000 又は 入れる資金について、 利率の見直 期間及び償還期限を短縮し、 若しくは

証券発行 しを行った後においては、 当該見 繰上償還し、 又は低利に借換えするこ

直し後の利率。 とができる。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 次のとおりと定める。

( 1 ）営業費用及び営業外費用の聞の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については、 その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用す

る場合は、 議会の議決を経なければならない。

( 1 ）職員給与費 446,820千円

（他会計からの補助金）

第9条 事業費に充てるため、 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 59 2千円である。

（たな卸資産の購入限度額）

第10条 たな卸資産の購入限度額は、 100,000千円と定める。

令和５年２月１７日提出

上 尾 市 長 昌ヨ はJ 若念
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